
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３回西日本区役員会議事録より抜粋】 

【4/1 協議案協議】 

議長：西日本区理事 田上 正 

第４号議案 2022-23 年度 西日本区会計中間（2023 年１月現在）決算承認の件 

議案内容 今期 2023 年１月末における西日本区会計中間決算報告について承認をお願いします 

提案者 西日本区会計 

大崎 隆義 

審議結果 出席者全員賛成 可決 

●質問意見等 （Q：質問 A:回答 C:意見） 

Q:地域奉仕・環境事業主任 伊藤 ： 中間決算時点で繰越が 832 万円。区のサポート基金 100 万円・  区大会余剰

金 122 万円をいれていただいている。 

これが無ければ 632 万円の繰り越しだったということですね？ 

A：西日本区会計 大崎 ： その通りです。 

困難な時にこそ YMCAと共に進もう！ 

ワイズメンズクラブ 

六甲部部長通信 

２０２３年５月号 

 

季節が足早に巡り山々が新緑に映える頃、皆さまには健勝にてご活躍のことと思います。  

第２回評議会を終え、今年度の部活動も終盤にさしかかりました。４月の活動は、ＣＳ主査の提唱により「ゴ

ミ拾い活動」が行われ、神戸ポートクラブ恒例のチャリテイーコンサートが多くの聴衆を集めて開催されまし

た。コロナの自粛期間を経て漸く日常性が戻ってきたように思います。引き続いて活発な活動が展開されるこ

とを期待しています。 

さて、4/1～2 に開催された第３回役員会では重要な案件が審議されましたが、この程、議事録が配信されまし

たので重要案件のみを抜粋してお伝えいたします。課題を共有し、今後のクラブ運営にお役立てください。 

今期の部長通信は、本号をもって終了させていただきます。ありがとうございました。  若林成幸 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        議長：西日本区書記 上村眞智子 

第５号議案 西日本区の健全財政に向けた「西日本区定款施行細則の一部変更」（区費見直し）の件 

議案内容     「西日本区定款施行細則第１２条第４項」を、次のとおり変更させていただきたいので 

承認願います。 

      ＜現行＞ 区費は、会員１人あたり、前期・後期各７,５００円とする 

      ＜改正＞ 区費は、会員１人あたり、前期・後期各９,０００円とする  

    改正日は 2023 年 4 月 1 日、施行日は 2023 年７月 1 日 

    なお、今回は同第１２条第５項「担当主事区費」・第６項「特別メネット区費」ならびに第７

項「新入会員入会金」は変更いたしません。 

提案者 西日本区理事 

田上 正 

審議結果 賛成 16 名 棄権 1 名 多数決可決 

●質問意見等 （Q：質問 A:回答 C:意見） 

Q：広報・情報委員長 大槻 ： ここで承認をとったとしたら、代議員会の議決事項となりますが、万が一代議員会で否決 

されたときは、どうなるでしょうか？ 

C：地域奉仕・環境事業主任 伊藤 ： 代議員会までに、やはり、クラブ会長向けに見直しの経緯の勉強会はしなければ 

否決される可能性あるのではないでしょうか。 

C:ワイズ将来構想特別委員長 森田 ： 代議員会の議案には、窮状や提案理由をしっかり書くべきだと思います。 

A:西日本区理事 田上 ： これまで、各部長が各会長に説明していただいてきたので、これだけ色々意見が集められま

した。次期には、それが判るような予算建てをしていただかないといけないと考えています。 

C:ヒストリアン 濱田 ： 前回区費値上げがあったのが吉本理事の時だと思います。すっと議決されたという印象をもって 

いますが、議決を得る秘訣を吉本元理事からいただけないですか？ 

A：メネット代表 吉本 ： 自分の時は、1000 円の値上げをしましたが、その際は、細かい説明をしなくても、すんなり議決 

されました。 

C:ワイズ将来構想特別委員長 森田 ： 吉本さんの時代より、今の方が状況が悪いから問題だと思う。 

C:阪和部部長 正野 ： 部の情報をこの場でヒヤリングしていただきたいと思いますが、如何でしょうか。 

C:中部部長 山内 ： 値上げは仕方がない。経費削減とともにやってほしい。 

C:びわこ部部長 林 ： 理事からの締め切り時点では、あまり意見がでなかった。その後に資料に書いてあるような意見 

がでてきた。 

C:京都部部長 石倉 ： 評議会が行われた時、各クラブに値上げは仕方がないと説明したところ、意見はでなかった。 

C:阪和部部長 正野 ： 絶対反対という意見が一部ある。可決はしたものの、非常に際どい状況。賛成４・棄権３・反対３

という形。いっぱい我慢したとき予算も出してほしいという意見があったことをここで報告しま

す。 

C:中西部部長 福島 ： 値上げはやむを得ないという意見だった。何度も上がるのは困るという意見があるので、その点 

を考慮して値上げしてほしい。 

C:六甲部部長代理 多胡 ： 部長は反対としての意見を持たれておりますので、お伝えいたします。 

C:瀬戸山陰部部長 橋崎 ： 会費の値段は、西日本区でこれ以上辛抱できないという予算を出してから値上げして欲し

いという意見があります。 

C：西中国部部長 金子 ： アンケートを集めたのだから、集めた結果を返してほしい。という意見がある。今回の結果をま 

とめ各クラブへ開示されると非常に有難い。 

C：九州部部長 今村 ： 5000 円なら反対 3000 円なら仕方がないというクラブが 2 クラブあったので、3000 円なら決議さ 

れるのではないかと思います。 

C:クリスチャニティー委員長 福永 ： 本日の資料に、非常に細かい意見がでている部分がありますし、区報等の電子化 



等も、電子化しても HP 等に UP ではなく、DVD 等のメディアに焼いて部長に配布する 

等の方向では個人情報の問題は解決とはならないのでしょうか？ 

C:区報編集委員長 三浦 ： 個人情報漏洩とは、どこでどのように漏れるかが判らないものです。HP に UP するのは

NG。電子化するのは OK。電子化したものを西日本区事務所保管などは良いと思いま

す。 

C:クリスチャニティー委員長 福永 ： 現状の区報は印刷物として配布されています。その時点で情報は OPEN になった 

と同じではないでしょうか？電子化します。UP しません。メディアで配布しますでは解決し 

ませんか？ 

C:区報編集委員長 三浦 ： 解決しません。もし漏れたとき誰が責任とるのか・・をはっきりしていくことが必要になってき 

ます。 

C:中西部部長 正野 ： 区費を上げるか上げないかだけの議論にしたらどうでしょうか？ 

C:EMC 事業主任 塚本 ： 冊子を出している時点で情報が洩れているわけで、少しでも費用を下げる事ができる部分が 

あるならば努力するべきではと思い 

 

 

【4/2 協議案協議】 

 

第１号協議案 ロースターの電子化および個人情報の収録項目削減の件 

議案内容 ① ロースターの発刊方法を紙ベースから電子化ベースに変更する旨協議するもの。 

② ロースターに記載の各クラブ会員等の個人情報に関し収録項目の削減を行う旨協議するも

の。 

提案者 阪和部部長 

正野 忠之 

  

●質問意見等 （Q：質問 A:回答 C:意見） 

C：広報・情報委員長 大槻 ： このような検討は至極当然だと思います。その中で１つ思うところは、ここに書かれている 

通りメールアドレスと携帯電話にした場合、Web で公開されていることと、紙媒体に印刷さ 

れている場合は同じでないという認識が必要だと思います。紙媒体だと利用しようとする 

と、OCR 等を利用して使う等一手間必要。そのようなことを認識しておく必要があると考え 

ています。 

C:組織対策・安全対策委員長 遠藤 ： 阪和部の評議会でも、電子化した場合の危険性は話しが出ていました。電子化 

した場合の危険性と利便性が相反する形の協議内容だと思います。 

C:クリスチャニティー委員長 濱田 ： この協議案については、本当に簡略化して書かれています。この話を上程された 

方は、その道のプロであり、その危険性は把握しており、もっとお金をかけて、情報の管 

理を行うべきでは？と疑問を呈されたものです。 

C:中西部部長代理 丹後 ： 協議自体は良い事だと思いますが、２つのことを同時に協議することは少し乱暴だと思いま

す。電子化することと、項目を減らすことは、分けて話し合った方がよいかと思います。 

C: 組織対策・安全対策委員長 遠藤 ： ロースターを発行することの費用が皆様に情報がなく、また、Web 化することの

手間と費用も無いと思います。 

C:西中国部 金子 ： 皆さんが、1 年間で他クラブの人の情報を検索することが何回ぐらいあるのか？ロースターの住所 

録が必要かどうか議論する必要があるのではないでしょうか？ 

C:地域奉仕・環境事業主任 伊藤 ： この協議案については、将来的に協議を継続して議案化する希望があるのでしょ

うか？どのような落としどころを考えるのかで進め方が変わると思います。現在のロ



ースターの内容は、入会する時に国際に提出しなければならない項目であること

は認識の上進める必要があると思います。 

C:阪和部部長 正野 ： 個人情報が冊子として残っていることの問題から、電子化して管理した方が良いのではない 

か？ということから出た協議案です。理事側でも引き継いでいただいて、阪和部でも引き続き 

考えて行きたいと思います。 

 

 

第２号協議案 ワイズメンズクラブ西日本区の法人化の件 

議案内容  ワイズメンズクラブ西日本区において、法人化に向けた検討チームの組成を協議するもの。 

   （参考） 

   ・東日本区においては 2021 年に一般社団法人化がなされている。同区においては、検討

チームを組成して取り進めてきたが、同様に西日本区においても検討するもの。 

提案者 阪和部部長 

正野 忠之 

  

●質問意見等 （Q：質問 A:回答 C:意見） 

C：ワイズ将来構想特別委員会 森田 ： この問題も、古くて新しい、新しくて古い長くされている話ですが、進んでいない 

問題です。東日本区が法人化して、良かったのか悪かったのか、もう少し正しく、 

教えてもらって、明確にしてもらいたい。 

C：西日本区理事 田上 ： 次回の理事懇談会で、明確に教えて欲しいとお願いしてあります。 

C:組織検討・安全対策委員長 遠藤 ： 収益問題や大きなクラブ等は大きな金額を動かしているので様々な問題があ

る。法人になったら何かあった時、理事の責任になるのか等々、東西西日本区

理事懇談会に出てくると思う。また口座問題などでは、名義人が無くなった場合

の相続問題等はどうなるのか？色々と分からないことも多い。 

C:Y サ・ユース事業主任 清水 ： 個人の口座は相続が発生するとそこで相続手続きをしなければならなくなる。これから

新たに口座を作る場合、規約を持って行って社団として開設すると、代表者の変更と

いう形で対応していけるので、法人の口座には近くなる。 

C:西日本区会計 大崎 ： 私が担当になってから、印鑑を作って西日本区事務所の口座を開設しました。今後は印鑑を

持ちまわれば継続できると思います。 

C:広報・情報委員長 大槻 ： もう一つ、東日本区の一般社団法人は、組織としてのワイズメンズクラブの理事が法人の

理事長ではありません。責任者が 2 人という複雑な組織になるということも頭に入れてお

かなければなりません。 

C：ワイズ将来構想特別委員会 森田 ： 理事でないワイズメンが継続代表になっているということですか？ 

C:広報・情報委員長 大槻 ： そうです。 

C：ワイズ将来構想特別委員会 森田 ： 東日本区ではジャガイモファンドが全国的になっていますが、昔、税務署から

目を付けられたことがあります。北海道 YMCA と何か関係があったりしますか？ 

C：西日本区担当主事 有田 ： 北海道 YMCA がジャガイモのファンドに関係しているということがないと思います。 

 

 

 

 

 

 



第３号協議案 西日本区の「役員会・常任役員会開催のあり方」について 

議案内容 西日本区の「役員会・常任役員会」については、定款第７条で定められています。とりわけ「役員

会」の構成員・列席者・開催回数などについては、同第２項①および②と第３項で定められてい

ます。（別紙資料）また採決の成立については同第４項によります。 

しかしながら、従来の開催状況からすると今後改善するべきことがあるのでは？と思われますの

で、本件をご協議いただき、「組織検討・安全対策委員会」での検討協議も理事付託によりお願

いできればと思います 

提案者 地域奉仕・環境事業主任 

伊藤 文訓 

  

●質問意見等 （Q：質問 A:回答 C:意見） 

C:広報・情報委員長 大槻 ： 西日本区としては事業をスリム化するという観点で、主任の数が減ってきています。私たち

委員長は、国際やエリアでは事業主任という形で登録されています。西日本区では主任

ではないのですが、国際に行くと主任の役職なのです。議決権をお持ちの方は、1 年で

終わられるので、過去からの引継ぎが必要ではないかという視点で考えていかれれば良

いと思います。 

C:地域奉仕・環境事業主任 伊藤 ： そういうことだと、私も考えている。定款が実情にあっていないと思います。第 7 条

第 2 項の変更が必要なのではないでしょうか？ 

C:組織検討・安全対策委員会 遠藤 ： 要請があって参加しているという認識で参加しています。議案提出権が無い人

間がセコンドに入り決議させてしまうことはおかしいと思う。ただこの辺りは定款

等という話ではなく、運用やマナーの問題だと考えます。 

C:ワイズ将来構想特別委員長 森田 ： この定款を作成した時に、全てを把握して作成したわけではなく、修正が必要な

時は、改定してきた。この際、このような問題はしっかり定款を見直していけば良

いと思います。 

C:クリスチャニティー委員長 福永 ： 旅費については西日本区から補助をいただき、登録料は米子クラブに負担しても

らっている。西日本区やクラブに負担をかけている。近年、Zoom を利用するノウハ

ウが溜まっているので、早天礼拝の司会等も、上手くすれば Zoom でもできると思

います。1 回・４回の役員会は、現場で。２回・３回は Zoom 参加で等も考えても良

いかと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 4 号協議案 西日本区ワイズ活動史「西日本区 25 年間の歩み」発刊方法に関する件 

議案内容 先般 (3 月 25 日 の常任役員会で標記の活動史については、まず、西日本区ホームページ

に掲載依頼を行い、発刊方法・予算化をどうすればよいかの協議を行いましたが、皆さんの協

議も踏まえ、発刊方法を検討したいと思いますので、闊達な協議をお願いします 

＜協議例 

○ 発行部数をどうするか？ 

歴代理事人数＋現役員・常置委員長・特別委員長・専任委員・クラブ数など 120 部程度 希望

者数 ○○人 

○ 区の費用を使用するのか？ 全て販売品とするのか 

○ 参考発刊費用はどうなるか？＜発刊見積もり参照＞ 

提案者 西日本区理事 

田上 正 

  

●質問意見等 （Q：質問 A:回答 C:意見） 

C:地域奉仕・環境事業主任 伊藤 ： これは販売品ということでお買い上げいただくものだと考えています。 

C:ワイズ将来構想特別委員長 森田 ： 伊藤さんの意見と同じです。 

C:九州部部長 今村 ： 2000 円でこういう冊子を作成したので、購入希望を募りますと案内して、購入希望が多ければ

1500 円に安くするなどの方向で良いのではと思います。 

C:西中国部部長 金子 ： 各クラブに 1 冊を送って、注文を取る。注文数が判って対応作成していくのが良い。 

C:瀬戸山陰部部長 橋崎 ： クラブには 1 冊ずつ送り、他で欲しい人に注文をとる方向が良いと思う。 

C:六甲部部長代理 多胡 ： 記念誌発刊は大切なことだと思う。 

C:中西部部長代理 丹後 ： クラブメンバーに購入してもらうことも大事。西日本区周年史を YMCA の本棚に並べる。 

C:阪和部部長 正野 ： 編纂委員会等に一任で良いと思います。 

C:京都部部長 石倉 ： 必要だと思う。締め切りを決めて注文数を確認して発刊数を決める。 

C:びわこ部部長 林 ： ワイズ読本を読ませていただいて、非常に役に立っている。 

C:中部部長 山内 ： 良い出来だと思うので、欲しい人が買う形で良いと思います。 

C：ヒストリアン 濱田 ： 日本区時代の 70 周年記念誌が発刊された際、西日本区にドカッと送られてきました。処理に困

った過去があるので、同じトラブルが起こりかねないのできっちり発行数を管理した方が良いと

思う。 

C:西日本区財政監事 戸所 ： 全メンバーに西日本区 25 年の歴史を知ってもらう為の資料として、全メンバーに読んで

いただく方向で協力してもらうことが必要と考えます。 

C:西日本区直前理事 新山 ： 本当は、財政に余裕があれば、区の方でメンバー全員に配るというのが理想だと思う。事

情が違うので、皆に買って下さいという形でお願いして進めて行くしか無いと思います。 

C:組織検討・安全対策委員長 遠藤 ： JWF が 3200 万。我々はワイズを育てる為に作ったと思う時、全員分を JWF を

利用して作成したらどうですか？ 

C:JWF 管理委員長 川本 ： JWF を利用するということは、過去に 1 回しかない。JWF を皆さんに理解してもらう為にも、

JWF を使うという方向は良いのではないかと思う。 

C:国際・交流事業主任 小田 ： 素晴らしいものが出来ているが、本当に全員必要と感じるのかという気もする。冊子で 

無いと見てもらえないとは思いますが、時と場合で電子データで配布することも考えても良 

い手段だと考えます。 

C:ワイズ将来構想特別委員長 森田 ： 勉強の為に読んでもらいたい。紙でも電子データであっても、意識が無ければ

読まない。ただ目の前に置いてもらったら暇な時に見るかもしれない。そういう事

を考えれば、JWＦを使ってでも、全員に配った方が良いと思う。 



第５号協議案 ワイズ・ YMCA パートナーシップ委員会に期待する活動について 

議案内容 これからのワイズ・YMCA パートナーシップ委員会で行いたいタスクについての提案をお願いし

ます。ワイズ、 Y MCA 、ユースが協働して行い、地域にアピールできる活動への提案を求め

ます。 

提案者 西日本区理事 

田上 正 

  

●質問意見等 （Q：質問 A:回答 C:意見） 

C:地域奉仕・環境事業主任 伊藤 ： 第 17 回の検討委員会から参加させていただきました。Y‘ｓ SDG’s Youth Action

２０２２の 1 年間の取り込みは素晴らしいと思います。事業は成功だと思います。 

                        しかしながら、ワイズ・YMCA パートナーシップ委員会が事業をする場所であるの

か？というのが私の想いです。 

                        今回の場合、トップダウンで進められましたが、本来、ボトムアップで進められるも

のだと考えます。期待する活動としては、地域 YMCA と地域の部・クラブの懇談会

を提唱していただいて、それが協働する為にどうするべきか、タスクチームがアドバ

イスしていく。そこで、地域 YMCA とワイズが連携していき地域にアピールできるプ

ログラムが考案されればと思います。 

C：西日本区財政監事 戸所 ： 今の意見に対しては Youth Action のタスクチームに関わった一員としてお話させてい

ただきます。タスクチームに関わった主任さんですら、大変大きな誤解をされているとい

うことに愕然としています。と言いますのは、このパートナーシップ委員会が作られまし

て、5 年間ほど議論に議論を重ねて、具体的な提案・活動・効果がみられない大変閉

塞した状況にありました。その中で、具体的な行動・プログラムを立ち上げることが、ワイ

ズと YMCA で協働しなければならない状況を作り出すとの想いがあり提案いたしまし

た。ただ YMCA がやることをワイズが手助けするのではなく、そのプログラムにワイズが

関わる事によって、自分たちのスキルも上がって行く。社会との関わりとかそういるもの

を YMCA と共に、行動していく団体であることを勉強していくことを目的としたものであ

った。 

その動き方が、トップダウンであったという動き方は反省する部分もありますが、あの段

階でトップダウンでなければ今回は成功していなかったと思います。 

C:西日本区行政幹事 古田 ： 3 年間パートナーシップ委員会に関わっていて、2 年間ぐらいは閉塞感があり、前に進ま 

ないという状態でした。ところが Youth Action というプログラムが出てきたことで、ぐっと、 

進むようになった。前に進むプログラムをやっていかないと面白くないし、地域を巻き込む 

プログラムというものを考えて行かないといけないと考えている。こういったものを、もっと広 

げていくことを考えてやっていくことが必要だと思います。 

C:地域奉仕・環境事業主任 伊藤 ： 私は、実は Youth Action2022 は、私の事業方針の中に掲げておりました。しかし

ながら、役員会の中で、各部長さん・各主任さんでこの、Youth Action を知ってい

る人は殆どいなかった。これは、このプログラムに携わっていた方は、よく理解して

いる。携わっていない人には伝わっていない。この役員会に参加している部長さん

でさえ、このプログラムの経緯・進捗状況等を理解されていない。そこが問題だと

思います。いかにこのプログラムを如何に浸透させるかが課題だと思います。 

C:ワイズ将来構想特別委員長 森田 ： 山田さんからの話は「ユースを育てるのは YMCA だ。それが大きな原点だ。」と

言われていました。これを知るプログラムを作ることが、今回の目的だったですよ

ね。 



C：西日本区財政監事 戸所 ： その目的もありました。また、Youth 世代というのは、YMCA にもおられますし、実はワイ

ズメンズにおられるユースの年代の人。これらの人の成長を促すプログラム。そういう志

をもった人がより活発に活動できるようになっていくという目的も持っています。 

C:ワイズ将来構想特別委員長 森田 ： こういう活動が、どのくらい皆さんに知られているか？いかに知らせるかの難し

さ。地域に広がるワイズ・地域に広がる YMCA、この事を考えたプログラムを作っ

て行ってもらえれば良いと思います。 

C：西日本区財政監事 戸所 ： 知ってもらう為、有田さんと相談して、ありとあらゆる手立ては行いました。YouTube 配信

したり Web 公開したり。しかしながら中々伝わらなかった。執行部の熱意と受け取り側

のギャップをどのように埋める為にどうするか？が課題だと考えます。 

C:阪和部部長 正野 ： Youth Action にフォーカスされていますが、私はそうではないと思います。東西で、ユースとの

設定が全く違うということが問題だと思います。東日本区はその形が出来ている。AYC・IYC に

直ぐ人を出せる体制がある。ある程度動きやすい体制が既にある。西日本区がリーダーとどの

ように接していくかを考えていかなければならないと思います。 

C：西日本区財政監事 戸所 ： Youth Action を公募したときに、応募はほとんど西日本区であった。決して西日本区

は、ユースとの接点が少ないということではなく、克服できる問題だと思います。 

C:組織検討・安全対策委員長 遠藤 ： せっかくリーダーが YMCA にいても、どこの YMCA の登録できる体制、京都の

リーダーが京都を出て東京へいっても、東京へ行ったら東京の YMCA に登録

する。そんな形になれば良い。事業をするのではなく、YMCA・ワイズお互いに

Win Wiｎの状態を目指す。というのがこの委員会の原点でした。 

Ｃ：西日本区担当主事 有田 ： ＹＭＣＡのスタッフとして、担当主事として Youth Action に深く関わった人間として、Ｙｏ

ｕｔｈ Action というプログラムを考えた根本を少し話させていただきます。パートナーシ

ップ委員会では、コロナ過ですごく変わった。Ｚｏｏｍでの会議が行われ会議回数が増

えました。学生やユースに何か活躍の場を与えたい。そのユース達が考えていることを

尊重し、それを後押ししたいという想いが根底にあったと思います。ユース達が自分た

ちで考えて自分たちでアクションを起こす。ということ。その場を提供することが根底にあ

りました。 

 

 

 


